
■就学先が決定するまで

保 護 者

就学時の

健康診断

市町村就掌指導委員会
|こよる就学相談の実施 市町村教育委員会

まず|よお子さ/Lの発達や障害の
状況を正しく理解することです。
次に 「ど/Lな教育の場」がある
のがを知ることが六岡です。

就寧先については、市町間教湾香

員会が保護者や専門家の意見を聴

き、総合的に半」断することとされ
ています。

伸
皿

※認定就学者

(右頁参照)

ご家庭|こ届<就 学通矢□は、

地域の小 '中学校に就学する場合は

お住まいの市町村教育委員会から、

特月」支援学校|こ就学する場合は京都

府教育委員会から送付されます。

※市町村教育委員会の就学相談のほかに、京都府教育委員会でも、お子さんの障害や就学先の決定で、お悩みの保

護者|こ対し、蹴 掌巡□教育相談」を実施しています。ご〉舌用<だ さい。
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特別支援学校へ就学

肢杯不自由

通常の学級
特別支援
学級

通級指導教室の活用

小 。中学校へ就学

特別支援学校への就学は、市町村教育委員会から

京都府教育委員会|こ対し、特局」支援学校へ就学さ

せるべき通知があり、京都府教育委員会が特別支

援学校の指定を行います。



■就学基準

1.視覚障害

①両眼の矯正視 力おおおね03未 満 一―
TT― 客本鏡守 写|つ =や

②視野狭窄等が高度の視機能障害   l l 宋
笥轟支|よ善し妥高韮

両耳の聴カレベル           1 響 町器章里よ2三【
おおおね60デシベル以上       十  宋も最支は老じk歯難

特 別 支 援 学 校
(聴覚 障 害)

」ヽ ・中 学 校

3.知 的障害

①矢□的発達の遅滞があり、意思疎通が

困難で日常生活で頻繁|こ援助が必要    社 会生活への適応が

②上記の程度|こ達しなしヽ場合 一一一一―
T― 著し<困 難

」ヽ ・ 中 学 校

4.肢 体不自由

①補装具|こよつても歩行、筆記等、日常

生活の基本的動作が不可能又は困難    常 0寺医学的な観察指導

②上記の程度|こ達しない場合        が 必要

特 局J支 援 学 校

(肢体不自由)

ノJヽ,中 学 校

①慢性の呼吸器疾患、嵩臓疾患等 十 継続して医療 (又ほ生活

の病弱者             | 1 規 制)が 2要 特 属」支 援 学 校
(病   弱 )

ノ」ヽ ・中 学 校

5.病 弱 ・身体虚弱

6.言 語障害及び情緒障害

障害の状態|こ応じて、小 ・中学校の特局」支援学級|こお|する教育や通級指導教室|こよる指導等様々な指導形態こよ

り教育を行う。

※ 1「 認定就学者」

認定就学者とは、上記基準の 1～ 51こ該当する場合でも、市町村教育委員会が地域や学校の状況、児童生徒の支援の内

容、保護者の意見等を総合的 こ者慮したうえ、小 ・中学校 こおいて適切な教育を受することができる特別の事憶があると

半」断して、小 ・中学校へ就学することを認める者です。

※2上 記基準の 1～ 51こ該当しなければ、特別支援学校の小 ・中学部へ就学することほできません。

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対し、一人一人の二十ズに応じた適切な就学先を決定

することは、極めて重要なことです。この役割を担っているのは、市町村及び都道府県の教育委員会で

す。

市町村や都道府県の教育委員会が、一人一人のニーズに応じた就学指導を進めていくためには、保護

者との相談を重視し、保護者や専門家の意見を聴くなどして、適切に行う必要があります。

この目的のために、市町村及び都道府県の教育委員会には、医師、教育職員、児童福祉施設職員など

各分野の専門家からなる 「就学指導委員会」等が置かれています。

就学指導委1員会

特別支援学校の就学基準に該当する障害

があっても、小 。中学校へ就学できる場

合があります。

障害がなければ、特別支援学校へは就学

できません。
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